
 

2019 年 7 月 25 日 

お客様各位 

内外トランスライン株式会社 

輸出混載貨物船積についてご協力のお願い 

 
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊社では、お客様のご協力のもと、安定的な海上混載輸送サービスをご提供できておりますこ

とを深く感謝しております。しかしながら、昨今のドライバー不足によるコンテナドレージ手配

の逼迫が常態化しており、予定した本船に船積を完了させるために業務効率をさらに向上させる

必要に迫られております。 

お客様におかれましても国内輸送手配等に苦慮されていることと存じますが、下記に記載のお

願い事項につきましてご理解賜り、ご協力くださいます様お願い申し上げます。 

敬具 

記 

1. CFS カット日の遵守について 

原則として、CY カット日の 1営業日前の 16 時が CFS 貨物の締切となります。（一部

仕向地を除く） 

この締切時間までに、①貨物搬入、②輸出通関許可、③関連書類の提出のすべてが

完了していることが船積の条件となります。 

カット日翌営業日（バンニング日）の遅延搬入もお控えください。 

2. ブッキングのキャンセル・変更について 

予定していたコンテナ本数の変更により、前述のドレージ手配の変更も早めに対応

する必要がございます。ブッキングのキャンセル、予定本船変更、大幅な予約ボリ

ュームの変更につきましては、決定した段階で早急にご連絡をお願いいたします。

カット日に貨物搬入や書類提出が無く、弊社より確認後キャンセルや変更となるブ

ッキングが多く存在し支障が出ております。       

3. 混載不適合貨物の事前連絡について 

混載サービスの特性上、コンテナ内に複数のお客様の貨物を効率よくかつダメージ

が発生しないようにバンニングする必要がございます。そのためには、貨物内容を

把握したうえでのバンプランニングが非常に重要ですが、事前情報の無い想定外の

形態貨物により予定していたコンテナ本数が大きく変更する場合がございます。こ

れにより、コンテナドレージの手配に苦慮する件も多発しております。 

弊社ホームページに掲載しております「貨物引受基準」を超える貨物につきまして

は、必ず事前に情報提供くださいます様お願いいたします。 

 

 



 

4. 危険品混載について 

危険品の取扱いは国内法（消防法、毒劇物取締法、高圧ガス保安法など）の規制を

受けておりますので、それぞれの法規に適合した倉庫に蔵置、保管し、船積する必

要がございます。また、危険品の運送においては「危険物船舶運送及び貯蔵規則」（以

下「危規則」）に則った容器、包装、標札などで正しく表記されていない場合には、

倉庫での荷受けはもちろんのこと、船積にも対応できかねることとなります。 

危険品混載サービスにつきまして、今一度次の点をご確認のうえご依頼くださいま

す様お願いいたします。 

① 内装、外装梱包は危規則に適合したものを使用 

② 危険品ラベルの貼付 

③ 船積される商品、危険品事前連絡表の明細及びドックレシート上の商品名の一致 

5. 京浜港 CFS の搬入について 

京浜港においては、横浜港出港本船をメインにセイリングスケジュールを組んでお

ります。これまで東京港 CFS に搬入いただいた貨物は、①東京港で単独で混載コン

テナを仕立てる、②東京港 CFS から横浜港 CFS にコンテナキャラバン、もしくはト

ラックで保税輸送するのいずれかで対応しております。しかしながら②のトラック、

ドレージの車輌が逼迫しており、弊社協力会社も最低限の車輌確保をしているもの

の、今後も状況の改善は見込めません。 

特にボリュームの大きい貨物につきましては、極力横浜 CFS に搬入くださいます様

お願いいたします。 

6. 重量勝ちの貨物について 

コンテナの最大積載重量及び現地のレギュレーションにより重量勝ち貨物（1M3 に対

し、1,000 ㌔を超える貨物）については、事前に情報提供のご協力をお願いいたしま

す。 

7. B/L 情報の電子提供について 

Paper による Dock Receipt の受付は、2019 年 2 月 18 日をもちまして終了させてい

ただきました。 

B/L 情報につきましては、ACL もしくは、弊社ホームページからエクセルによる提供

にご協力をお願いいたします。 

情報提供の締切時間(混載については CFS カット日の 15：00 まで)にもご協力をお願

いいたします。 

8. 貨物搬入送り状作成について 

弊社 BOOKING NO.の明記がない貨物もしくは内外トランスライン扱い等、搭載予定船

会社の名称がない書類で貨物搬入に来られる運送業者の方が散見され、対応に苦慮

しております。弊社ウエブサイトで公開しております貨物搬入送り状に必要事項を

ご記載の上、貨物を搬入下さいます様お願いいたします。 

以上 

 

なお、ご質問等ございましたら、最寄りの各支店・営業所までお問い合わせください。 

本 社  TEL : 06-6260-4706   名古屋支店   TEL : 052-232-7730 

東京支店    TEL : 03-3276-7317   神 戸 支 店   TEL : 078-332-0040 

横浜支店   TEL : 045-226-2051   福岡営業所   TEL : 092-436-4480 


